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　当センターの令和８年度予算及び事業計画が、令和８年３月25日に開催した理事会において承認されましたので、その概
要をお知らせします。令和８年度において実施する主な事業及び予算は以下のとおりです。

❶ 国庫補助対象事業� 【予算額50,458千円】
⑴ 相談指導事業
　①相談室運営事業
　生衛業者に対する経営相談、消費者の苦情に関する相談
②相談指導顧問設置事業
　弁護士による無料法律相談
　③生活衛生関係営業経営改善資金融資等指導事業
　生衛業者に対する経営指導・審査や巡回相談指導
　経営特別相談員対象の研修会・講演会
　④相談支援連絡協議会事業
　日本政策金融公庫や東京商工会議所との会議
⑵ 情報化整備事業
　�生衛業情報ネットワークシステムの適切な運用を図り、各
事業に活用
⑶ 後継者育成支援事業
　�インターンシップ事業の対象拡大を図るとともに、組合実
施のイベント・出前事業等への支援
⑷ 健康・福祉対策推進事業
　①健康入浴推進員養成講習会事業
　②生衛業地域生活支援事業
　　�生衛業者が地域において高齢者や障がい者等に対する適
切なサービスを提供するための環境整備

　③新型インフルエンザ等感染症対策等事業
　　�感染症の発生・拡大防止等に関する検討を行い、普及啓
発のためのパンフレット作成及び講習会の開催

　④外国人対応支援事業
　　�生衛業者の外国人対応力に向けた環境づくりを推進する
ための啓発動画の作成及び講習会の開催

❷ 東京都単独補助事業�【予算額24,294千円】

⑴ 生活衛生関係営業連携事業
消費者懇談会、異業種間の連携・協働事業、組合加入促
進のための各組合への取組支援

⑵ 生活衛生関係営業経営改善推進事業
　①経営改善支援事業
　�生衛業の経営基盤の安定化を図るための無料経営相談・
診断の実施及び講演会の開催

　②情報化支援事業
　パソコン講習会、パソコン出張サポート

❸ 受託事業� 【予算額12,628千円】

⑴ 推薦書発行事業
生衛融資に係る知事の推薦書発行
⑵ 景気動向及び経営状況調査事業
経営特別相談員や生活衛生同業組合等の協力を得て調査の
実施
⑶ 標準営業約款事業（Ｓマーク登録事業）
標準営業約款登録審査の実施、消費者等に対する本制度の
周知による登録率の向上
⑷ クリーニング師研修等事業
クリーニング師研修、業務従事者講習会の開催
⑸ 衛生水準の確保・向上事業
「生活衛生同業組合活動推進月間」に向け、生衛組合の周
知広報や組合活性化のための取組を展開

❹ 一般事業� 【予算額6,694千円】

　広報誌及びホームページの充実を図り、適宜、適切な情報
提供など広報事業を推進

東京都生活衛生営業指導センターは、東京都生活衛生営業指導センターは、
生衛業の皆様をサポートします。生衛業の皆様をサポートします。
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令和８年度予算及び事業計画（概要）
（自 令和８年４月１日　至　令和９年３月31日）
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令和８年２月25日（水）、当指導センター会議室において「令和
７年度第２回衛生水準の確保・向上事業推進会議」を開催しました。
東京都生活衛生同業組合の代表者に加え、菊次慶祐日本政策金

融公庫国民生活事業本部東京地区統轄室長及び東京都生活衛生営業
指導センター専務理事の出席のもと、去る８月21日に採択された
今年度の行動計画（案）に基づいて実施した事業報告を指導センター
及び各生衛組合が行い、事業評価を行いました。
事業報告では、若手・後継者育成セミナーの実施や組合加入促

進のための組合加入キャンペーン、子供向けの衛生講習会「キッズ
シャンプープロジェクト」の開催、日本公庫から講師をお招きし「事

業承継マッチングを活用
した後継者育成事業」の実
施など、各組合が取り組ん
だ活動についても報告が
行われ、それぞれ事業評価
を行いました。
今回の会議において、各組合が抱える今後の課題として、組合

員の減少、経営者の高齢化、後継者問題、インバウンド対応、デジ
タル化への対応、さらには仕入価格を含めた物価高騰などがあげら
れました。また、組合の活性化やネットワークの拡充につなげてい
く必要など今後に向けた提案もあり、生衛組合の意義や役割を再確
認する場となりました。

衛生水準の確保・向上事業推進会議を開催

令和８年２月６日（金）、飲食関係組合の代表と消費者団体の代
表による消費者懇談会を主婦会館プラザエフにて行いました。
懇談会に先立ち、事務局から飲食関係の事業者における経営課

題に対する理解を深めるため、日本政策金融公庫が四半期ごとに発
表している「景気動向等調査結果（2025.10～12月期）」につい
て説明しました。
この調査によると、業況が「良い」という回答した事業者より

も「悪い」と回答した事業者の割合が16.1%上回っています。そ
の原因としては、物価高騰が続く中で、消費者の買い控えによる客
数の減少がみられることに加え、仕入れ価格、人件費が上昇しても、
価格になかなか転嫁できないということが主な理由としてあげられ
ています。
続いて、東京都消費者総合センター相談課の担当者から令和６

年度に寄せられた消費生活相談の概要及び特徴、更に令和７年度上
半期に寄せられた飲食関係に関する相談内容について事例を交えた
情報提供がありました。
その後、飲食関係組合の代表と消費者団体の委員の皆様との懇

談会が行われ、多くの意見
が交わされました。
消費者団体の委員から

は、原材料費の高騰に伴う
価格転嫁に関して、事業者
の不断の努力に対する理解が示されるとともに、「円安がこれだけ
進んで原材料費、エネルギー価格が高騰し尽くしてしまうと、消費
者の側も買いたくても買えないのが今の実態です」と切実な声も聞
かれました。
また、食品ロスについては「これだけ問題になっていて『もっ

たいない』ということもかなり出ている。持ち帰りの文化は間違い
なく広がっていくのではないかと見ており、そのためのルールの整
備は大切である」との貴重な意見もありました。
都民が安心して利用出来る生活衛生業界として一層のサービス

の向上に努めていくためには、消費者の貴重なご意見を伺えるこの
ような懇談会の場を今後とも活用していくことが必要であると感じ
ました。
来年度は、環境サービス関係の組合との懇談会を予定しており

ます。

令和７年度東京都から委嘱されている生活衛生営業経営特別相
談員は17組合で83名となります。当センターでは、経営特別相談
員を対象とした講演等を年２回開催しています。
令和８年２月９日（月）、令和７年度第２回講習会を主婦会館プ

ラザエフにおいて開催しました。
今回の講演会の概要は次のとおりです。
Ⅰ　�「生衛業者支援に活かすＤＸの基礎と実践」
　　�～現場で使える診断・助言ポイント～
　　講師：ADU株式会社
　　　　　代表取締役　宇田　名保美 氏
前半は、生活衛生関係営業を取り巻く現状や生活衛

生関係営業の共通課題について、各々３つの観点から
説明がありました。
後半は、飲食・理美容業・クリーニング業・公衆浴場業などの業種

ごとに課題解決につながる事例を取り上げて解説していただきました。

参加者からは、「POSレジやSNSはやっているが、人手不足の
中でDXの促進や業務の簡素化を考えるにあたり大変参考になっ
た。」などの声が多数寄せられました。
Ⅱ　�事業承継・引継ぎ支援センターにおける事業承
継支援について

　　講師：�東京都事業承継支援・引継ぎ支援センター
統括責任者　吉田　亨 氏

　　　　　�東京都多摩地域事業承継支援・引継ぎ支
援センター統括責任者　大木　俊之 氏

東京都事業承継支援・引継ぎ支援センターの事業内
容や活用方法など基本的な説明をいただいた後、東京
都内の事業承継の現状や事業承継を検討するうえでの
ポイントについて、それぞれの立場から実際にあった
事例を踏まえてわかりやすく説明をいただきました。
参加者からは「事業承継は準備が必要であることを痛感した」「事

業承継を検討する際に留意する項目について理解できた」など、参
考になったとの声が寄せられ、大変有意義な講演会となりました。

令和８年２月13日（金）、主婦会館プラザエフにおいて、生活衛
生関係事業者向け「小規模事業者持続化補助金の基礎とポイント」
をテーマに、中小企業診断士の中川健史氏による講演会を開催しま
した。
「小規模事業者持続化補助金」は、規模の小さい事業者でも持続
的な経営を目指し、販路開拓など前向きな取り組みを進めるため、
必要経費の一部を国が補助する制度です。
本講演会では、まず、「申請のためには事業の内容や環境を良く

するための計画づくりが大切」との説明があり、その
後、必要な書類の準備、申請から補助金受給までの流
れ等について、補助金申請が初めての方にも、わかり
やすく丁寧に説明していただきました。
補助金の申請は手続きが複雑で、面倒だと躊躇する

方もいらっしゃるかと思いますが、当センターで実施
している無料の専門家によるアドバイスを受けながら、経営の継続
のために取り組んでみてはいかがでしょうか。
令和８年度経営基盤強化事業では、引き続き営業者に必要とさ

れる情報を提供してまいります。

消費者懇談会を開催

経営特別相談員講習会を開催

経営基盤強化講演会を開催

宇田名保美氏

中川健史氏

吉田亨氏

大木俊之氏
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ご活用ください！
　～ヴィーガン対応ハンドブックを作成しました。～
　訪日外国人旅行者増加に伴い、多様な食習慣を持つ方が
来日されていることが予測されます。当センターでは、そ
の中でもヴィーガン、ベジタリアンに注目し、その方々を
迎えるために知っておくべきこと、準備すべきことを解説
したハンドブックを作成しました。題しまして『ヴィーガ
ン対応ハンドブック～ベジタリアン対応にも役立つ～』。
　ヴィーガン対応の中心は「食事」であるため、①ヴィー
ガンが避ける食材　②代替食材を活用したメニュー　を紹

介していますが、一般の方へも提供で
きるメニューにすることで負担感を減
らす提案をしています。また、③店舗
での対応可能範囲の明示　④室内の備
品等の「食事」以外のヴィーガン対応　
等を取り上げています。
　ヴィーガン対応のポイントを総合的
に理解していただける内容としており、
飲食サービス関係の方ばかりでなく、
環境サービスの方にも参考になる内容となっています。是
非ご覧いただきご活用ください。

（１）�パンフレット「生活衛生関係営業のための衛生管理
ハンドブック」を発行しました。

　生衛業の感染症予防の取組を推進す
るための感染症対策事業の一環とし
て、食中毒や感染症の予防対策をテー
マとしたハンドブックを毎年作成して
います。令和７年度は、「施設の衛生
管理」をテーマとして標記ハンドブッ
クを作成しました。
　生衛業は、関係法令の目的条文にも
あります「公衆衛生の向上及び増進」
を趣旨とした「衛生法規」の施設基準や資格要件を満たし
た施設・店舗にて営業を行う業種です。そこで従事する皆
様は、衛生水準の維持・向上、感染症予防など衛生管理に
努めながら業務を行っています。生衛業において従前から
実践してきた衛生・安全管理対策が感染症予防等に有効で
ある点は、先般のコロナ禍の中で皆さんが実感されたこと
と思います。そこで改めて、安全・安心な施設・店舗を実
現していくための『衛生管理』に関して、基礎的な事項を
再整理していただくことを趣旨とし、イラストや図表を多
用してわかり易く解説しています。
　まず、「Ⅰ　生衛業の衛生管理のための知っておきたい感
染症の基礎知識」において、衛生管理を行う上で留意すべ
き感染症とはいかなるものかについて解説します。感染症
の定義をあらためて説明し、流行が懸念される感染症を種
類別に紹介します。

　次に、「Ⅱ　施設・店舗の衛生管理」において、店舗内の
各設備及びゴミ、ねずみ・衛生害虫の対策について説明し
ます。設備は、「換気、暖房・冷房、給水、排水」の４項目
を取り上げます。次ぐ「ごみ処理、ネズミ・衛生害虫」の
項目を含め、該当する店舗に付随、もしくは関連する設備
別に感染症対策の観点から管理のポイントを説明します。

（２）感染症講習会報告書を作成しました。
　令和７年11月18日（火）主婦会館プラザエフ８階スイセ
ンにて、以下の内容で開催した感染症対策講習会について、
報告書を作成しました。
第１部　�テーマ「生衛業として知っておきたい！安全・安

心のための施設の衛生管理
　　　　�～空気環境の管理とネズミ・衛生害虫対策について～」
　　　　講師　�東京都保健医療局健康安全部環境保健衛生

課室内環境保健担当
　　　　　　　課長代理　中尾　高志　氏
第２部　テーマ「「食物アレルギー」を知りましょう！
　　　　～安全・安心・信頼されるお店にするために～」
　　　　講師　�東京都保健医療局健康安全部食品監視課食

品安全担当　課長代理　永沼　信二　氏
　内容としては、講習会当日に講師の方が説明に使用した
パワーポイントの資料と、録音データを元に、講義内容を
紙ベースで再現したものです。当日ご参加できなかった皆
さまにも参考となる内容となっておりますので、是非ご活
用ください。

ヴィーガン対応
ハンドブック

～ ベジタリアン対応にも役立つ ～

迎えるために知っておくべきこと、
準備すべきこと

公益財団法人　東京都生活衛生営業指導センター

公益財団法人
 東京都生活衛生営業指導センター
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作 成 ・ 発 行： 公益財団法人　東京都生活衛生営業指導センター
　　　　　　  　　〒150―0012　東京都渋谷区広尾5－7－1　東京都広尾庁舎内
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衛生管理
ハンドブック

食品安全ハンドブック
食中毒予防のための基礎知識

生活衛生関係営業者のための

いずれの事業の冊子等も、３月下旬をめどに各組合に配布するほか、当指導センターホームページにも掲載しますので、
是非ご活用ください。

■ 外国人対応支援事業

■ 感染症対策事業
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■■■■■■ センターからのお役立ち情報 ■■■■■■

【クリーニング師研修】
No. 開　　催　　日 区　　分 会　　　場

１ ８年 ８月30日（日） 継続 日本クリーニングセンター（飯田橋）

２ ８年11月15日（日） 新規・特管物 日本クリーニングセンター（飯田橋）

３ ８年12月20日（日） 継続 トヨタドライビングスクール東京（立川）

４ ９年 １月20日（水） 新規 日本クリーニングセンター（飯田橋）

（注）
１　区分欄の　（継続）　表示は、継続受講者対象の研修・講習です。
　　対象者は、前回受講日が、令和５年４月以降に受講した方です。
　　�研修・講習時間は、午後１時から午後３時40分までの２時間40分を予

定しています。

２　区分欄の　（新規）　表示は、新規受講者対象の研修・講習です。
　　�対象者は、前回受講日が、令和５年３月以前に受講した方、開設後一度

も受講したことのない方です。
　　研修・講習時間は、午後１時から午後５時までの４時間を予定しています。

３　区分欄　（特管物）　表示は、特別産業廃棄物管理責任者講習です。
　　�対象者は、特別産業廃棄物管理責任者講習を一度も受講したことのない

クリーニング所のクリーニング師の方（限定）です。
　　講習時間は、午前10時から午前12時までの２時間です。

４　諸事情により、日程・会場の変更や中止・追加開催することがあります。

【業務従事者講習】
No. 開　　催　　日 区　　分 会　　　場

１ ８年 ８月20日（木） 新規 日本クリーニングセンター（飯田橋）

２ ８年 ９月 ３日（木） 継続 日本クリーニングセンター（飯田橋）

３ ８年 ９月10日（木） 新規 日本クリーニングセンター（飯田橋）

４ ８年 ９月30日（水） 新規 日本クリーニングセンター（飯田橋）

５ ８年10月 ９日（金） 新規 トヨタドライビングスクール東京（立川）

６ ８年10月15日（木） 新規 日本クリーニングセンター（飯田橋）

７ ８年10月28日（水） 新規 日本クリーニングセンター（飯田橋）

８ ８年11月 ５日（木） 継続 トヨタドライビングスクール東京（立川）

９ ８年11月20日（金） 新規 日本クリーニングセンター（飯田橋）

10 ８年12月 ２日（水） 新規 日本クリーニングセンター（飯田橋）

11 ８年12月10日（木） 継続 日本クリーニングセンター（飯田橋）

12 ８年12月16日（水） 新規 日本クリーニングセンター（飯田橋）

13 ９年 １月14日（木） 新規 日本クリーニングセンター（飯田橋）

14 ９年 １月29日（金） 新規 日本クリーニングセンター（飯田橋）

　クリーニング業法により、クリーニング師、業務従事者の受講が義務付けされています。
　該当する方は忘れずに受講して下さい。

2026年９月～11月開講　 受講定員各20名　無料
※パソコンは一人一台ご用意！
※�メイン講師のほかに、インストラクターが懇切丁寧にご指導
します。

◆講 習 時 間◆ 　10時から17時まで（休憩１時間含む）
◆受 託 者◆　“ＩＳＡ＋”（株）アイエスエイ
◆講 習 会 場◆　新宿エルタワー校（新宿駅西口）
◆申 込 方 法◆　�各組合に配布又はホームページに掲載の

「受講申込書」にご記入の上、所属の各組
合にFAXでお申し込みください。

注）�諸事情により、開催日、講習会場については、変更するこ
とがあります。

　　�詳しくは、当指導センターホームページ等でご確認ください。

　 番号 コース名 開催日 申込〆切

初級

①
Word基礎

９月 ８日 （火）
８月19日（水）

② ９月13日 （日）

③
Excel基礎

９月29日 （火）
９月 ９日（水）

④ 10月 ４日 （日）

中級

⑤
Word応用

10月20日 （火）
９月30日（水）

⑥ 10月25日 （日）

⑦
Excel応用

11月10日 （火）
10月21日（水）

⑧ 11月15日 （日）

入門
⑨ PC基礎１ 11月20日 （金）

10月30日（金）
⑩ PC基礎２ 11月25日 （水）

令和８年度令和８年度「生衛業のためのパソコン講習会」「生衛業のためのパソコン講習会」

令和８年度 クリーニング師研修・業務従事者講習開催予定表
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組合だより組合だより
　東京都料理生活衛生同業組合は、後継者育成支援事業の一環
として、令和８年１月17日（土）、赤坂浅田（港区赤坂）にお
いて、日本料理の若手経営者等が中心となる東京日本料理芽生
会が企画した経営者育成講演会を開催しました。当日は組合員
45名が参加しました。
　今回のテーマは「残すに値する未来の企業として豊かな社会に向けた働き方」。講師には、安宅和人氏（東

京大学大学院生物科学専攻・慶應義塾大学環境情報学部教授）をお迎えしました。
　講演では、これからの経営者が取り入れるべき視点、そして生き残りをかけて取り組むべき課題について、多角的な示唆
が示されました。「感染症に強い社会や建築物を目指す基準コンセプト」「災害発生前に被害を軽減し迅速に対応するため準
備プロセス」等が求められる現代において、「必要な変革とはどのようなものか」について丁寧に解説がありました。さらに、
一人でも多くの「未来を創る人材」や企業のリーダーを育成するための職場環境づくりが、飲食業界にとっても不可欠であ
ることが強調されました。
　参加者にとって、自身の生業に活かすための新たな視点を得られる大変有意義な研修会となりました。

東京都料理
生活衛生同業組合

経営者育成講演会の開催経営者育成講演会の開催

　名称は「ラジオ」ですが、実際には映像も楽しめる動画配信形式のインターネット番組です。令和７年
７月より毎月第三水曜日の正午12時から、渋谷クロスFMのスタジオより配信を
行っています。放送後はアーカイブとしても公開しており、時間や場所を問わず
ご視聴いただけます。
　本番組は当公衆浴場業組合の広報事業における新たな取り組みの一つとしてス
タートしました。スタジオからの配信を通じて、都内各地の銭湯にまつわる話題

を中心に、日々の営業における工夫や地域との連携、季節行事、さまざまな取り組みを、現場の声を
交えながら紹介しています。銭湯をご利用いただいている方はもちろん、これまで公衆浴場に馴染み
のなかった方にも親しみやすく、わかりやすい内容を心がけています。銭湯が地域コミュニティの拠
点として果たしてきた役割や、人と人との温かなつながりを感じていただければ幸いです。
今後も公衆浴場の魅力と価値を伝える情報発信を継続してまいります。ぜひ一度、ご視聴く
ださい。URL：https://www.shibuyacrossfm.jp/

東京都公衆浴場業 
生活衛生同業組合

「東京銭湯ポカポカラジオ」始めました「東京銭湯ポカポカラジオ」始めました

●トライアル加入の主なメリット
・組合費の免除
・美容所賠償補償制度への加入（掛金免除）
・災害共助会制度への加入（会費免除）
・BA東京主催の講習会、セミナーへの参加
・組合機関紙及び組合各種情報の送付
・顧問弁護士による法律相談（初回のみ無料）
・組合販売物等の購入（組合員価格）

●実施期間
トライアル加入期間：令和８年10月31日まで
（登録申込は令和８年５月22日まで）

●対象
東京都内保健所に美容所登録してある店舗開設者（一部制限あり）
詳細は次のURLか二次元コードでご覧ください。
　https://www.beauty-city.com/trial

　BA東京では、『組合加入トライアルキャンペーン』を実施しております。
　本キャンペーンは、BA東京に未加入の都内美容室を対象に、一定期間
トライアル加入していただくことで、組合事業の内容や組合員としての
各種メリットを実際に体験していただくものです。
　これにより、組合への理解を深めていただき、今後の加入検討の一助
としていただくことを目的としています。

東京都美容
生活衛生同業組合

「組合加入トライアルキャンペーン」実施中「組合加入トライアルキャンペーン」実施中



　レジオネラ症は、土の中や河川、湖沼等の自然界に存在するレジオネラ属菌に起因する感染症です。人から人へ感染する
ことはありませんが、循環式浴槽や加湿器、冷却塔などの水を使用する設備の衛生管理が不十分な場合、設備内でレジオネ
ラ属菌が繁殖し、そこから放出された菌を含んだ飛沫を吸いこむことで引き起こされる感染症です。
　令和５年７月には、宮城県の病院に設置された冷却塔が原因
で、近隣住民を含む21名が感染し、うち２名が亡くなるという
集団感染が発生しました。また、冷却塔や循環式浴槽を有する
ような施設だけでなく、家庭で使われるような一般的な加湿器
（特に超音波式加湿器）が感染源となることもあります。令和６
年には、都内にて超音波式の蒸気発生機器による集団感染が報
告されており、いずれも衛生管理の不備が原因です。

知っていますか？レジオネラ
　URL　�https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/

kankyo/eisei/yomimono/shitteimasuka-
regionella
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知っていますか？レジオネラ東京都からのお知らせ

生活衛生関係営業施設数
（令和７年12月末現在）

施設数 備　　　考

環
境
関
連

理 容 所 7,274 
美 容 所 29,237 
ク リ ー ニ ン グ 所 2,353 リネン・取次所を除く

興 行 場 477 映画・演劇のみ（多目的・ス
ポーツ・その他、仮設除く）

旅 館 ・ ホ テ ル 7,537 
簡 易 宿 所 1,320 

普 通 公 衆 浴 場 420 銭湯のみ（うち公営銭湯１を
除く）

改正前営業種目 施設数 改正後営業種目 施設数

食
品
関
連

飲
食
店
営
業

一 般 飲 食 店 38,445 

飲 食 店 営 業（ 一 般 飲 食 店 ） 126,938 

旅 館 ・ ホ テ ル 612 
バー・キャバレー 2,782 
民 生 食 堂 4 
す し 屋 1,351 
そ ば 屋 1,210 
仕 出 し 屋 549 
弁 当 屋 1,904 
そ う 菜 店 2,161 
コンビニエンスストア等 21 
喫茶店営業（店舗） 876 
食 肉 販 売 業 2,263 食 肉 販 売 業（ 届 出 を 含 む ） 5,083 
氷 雪 販 売 業 0 氷 雪 販 売 業（ 届 出 ） 151 

　　　※�令和３年６月の改正食品衛生法施行により、食品関連については営業種目
の内訳が変更になりました

　　　※�経過措置期間が設けられているため、改正前・後それぞれの法に基づく営
業を分けて計上しています

公財 ) 全国生活衛生
　　　営業指導センター賛助会員

《アフラック募集代理店》
株式会社

ユニバーサルファミリー
0120-12-6561

〒166-0015　杉並区成田東 5-34-16 ユニバーサルスクエア南阿佐ヶ谷 7 階

○　加湿器の衛生管理
　　�　一般的な加湿器は、大きく右記の３つのタイ

プに分けられます。お使いの加湿器のタイプを
確認し、次の管理のチェックポイントをみなが
ら管理をしましょう。

　◉　管理のチェックポイント
　１　�加湿器の給水には、水道水を使いましょう
　２　�毎日水を入れ替えて容器を洗浄しましょう
　３　�ぬめりを除去しましょう
　４　�使用終了時には乾燥させてから保管、使用

再開時にはよく洗浄してから使用しましょう

加湿器の衛生管理
　URL　�https://www.hokeniryo.metro.tokyo.

lg.jp/kankyo/eisei/yomimono/kashi�
tukinoeiseikanri

　参考
　東京iCDC作成動画
　「家庭でできる！感染症予防⑩　加湿器とレジオネラ症」
　URL
　�（横動画）https://www.youtube.com/watch?v=BR342�
bZL4RU

　�（縦ショート動画）https://www.youtube.com/watch?v=m�
Jx5voPTHy8 

（問合せ先）　東京都保健医療局健康安全部環境保健衛生課
　　　　　　電話　03-5320-4391

令和８年３月発行　知っ
ていますか？レジオネラ
第三版
東京都保健医療局

レジオネラ症の感染経路

（横動画） （縦ショート動画）
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２０２５年 10〜12 ⽉期景気動向 〜⽣活衛⽣関係営業の景況〜  

➣ 売上ＤＩ（東京）8.8（前期⽐ 12.2 ポイント低下、前年同期⽐ 0.4 ポイント低下） 
➣ 業況ＤＩ（東京）▲8.8（前期⽐ 10.4 ポイント低下、前年同期⽐ 13.4 ポイント低下） 
➣ 来期（東京・2026 年１〜３⽉）は、売上 DＩ、業況 DＩともに低下する⾒通し 

  

 

  

  

  

  

  

  
  

 

 

⽣活衛⽣関係営業の皆さまへ 
「⽣活衛⽣関係営業の景気動向等調査結果」と「振興事業貸付」のご案内 

＊四半期毎。値は、各年 10〜12 ⽉期及び 2026 年１〜３⽉期⾒通し。 

生活衛生関係営業の皆さまへ
「生活衛生関係営業の景気動向等調査結果」と「振興事業貸付」のご案内
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相談事業相談事業　　法律相談、経営相談など相談は無料、秘密厳守です。お気軽にご相談ください。

パソコン関係事業パソコン関係事業
◆パソコン出張サポート：�申込先「プラネットワークス㈱（ジャパンエイドPC救助隊）」
　　　　　　　　　　　　☎0120-859-910（24時間・年中無休）
　　　　　　　　　　　　＊お電話の際、「指導センター無料出張サポートサービスを」とお伝えください。
◆パソコン講習会：当センターHPをご覧ください。（令和８年度日程はP4参照）

タ カ ラ ベ ル モ ン ト 株 式 会 社
〒107-0052　港区赤坂7-1-19　 　 　 TEL.3404-1793

明 治 記 念 館
〒107-8507　港区元赤坂2-2-23　 　  TEL.3403-1171

株 式 会 社 ユ ニ バ ー サ ル フ ァ ミ リ ー
〒166-0015　杉並区成田東5-34-16 ユニバーサルスクエア南阿佐ヶ谷７階　TEL.0120-12-9761

株 式 会 社 八 芳 園
〒108-8631　港区白金台1-1-1� TEL.0570-064-128

株 式 会 社 ア イ フ ィ ス
〒112-0005　文京区水道2-10-13　　TEL.5395-1201

大 蔵 映 画 株 式 会 社
〒141-0021　品川区上大崎2-24-15 目黒西口ビル10階　TEL.3493-6115

アフラック生命保険株式会社東京第一総合支社
〒163-0456　新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビル22F　TEL.3344-1580

菅 原 印 刷 株 式 会 社
〒111-0051　台東区蔵前3-15-1 エスピービル　TEL.5687-2211

ダ イ ヤ 印 刷 株 式 会 社
〒101-0021　千代田区外神田6-11-10 西岡第２ビル　TEL.5817-3351

日 本 た ば こ 産 業 株 式 会 社 東 京 支 社
〒103-8603　墨田区横川1-17-7　　　　TEL.6703-0567

プ ラ ネ ッ ト ワ ー ク ス 株 式 会 社
〒150-0041　渋谷区神南1-5-14三船ビル406　TEL.5728-3576

株 式 会 社 ミ ツ ウ ロ コ ヴ ェ ッ セ ル
〒104-0031　中央区京橋3-1-1 東京スクエアガーデン　TEL.3257-6316

株 式 会 社 ピ ュ ア リ ン ク ス
〒104-0032　中央区八丁堀3-8-1栄ビル3F-C　TEL.6228-6878

株 式 会 社 三 共 消 毒
〒100-0006　千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館ビル11階　TEL.0088-22-2741 （令和８年３月31日現在）

賛 助 会 員 加 入 社 一 覧

生衛業の皆様！ご商売でお困りごとはございませんか？生衛業の皆様！ご商売でお困りごとはございませんか？

令和８年度も当指導センターがサポートします。令和８年度も当指導センターがサポートします。

法律相談
●弁護士による相談（予約制）
　法律上の問題（店舗の賃貸借、顧客トラブルなど）
　相談時間：月～金曜日（休日は除く。）
　10：00～12：00・13：00～16：00

融資相談
●生衛融資東京都知事推薦書発行
　受付時間：月～金曜日
　（休日は除く。）
　10：00～16：00

●資金繰り等の経営相談
　受付時間：月～金曜日
　（休日は除く。）
　10：00～12：00・13：00～16：00

経営相談・診断
●�センター指定の中小企業診断士が直接お店に伺い経営相
談・診断（融資・支援策など経営上の課題）、改装や販売
促進など～まず、当指導センターへお電話を。


